
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年６月１９日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 宮城県女川町女川港 

女川町所在の四子
し ご

ノ埼灯台から真方位２６３°２.２海里付近 

（概位 北緯３８°２６.１′ 東経１４１°２８.９′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第３栄
えい

洋
よう

丸、１.１トン 

ＭＧ３－３８５９５（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.４８ｍ（Lr）×１.６７ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２年１２月

１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和５０年２月２７日 

免許証交付日 平成２１年４月１４日 

       （平成２７年１月１９日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、女川港内のほや養殖施設にお

いて、機関を停止して漂泊し、船長が右舷中央部に設置されたキャプ

スタンを操作してほや縄の揚収作業を行い、甲板員が船首部で揚収さ

れたほやを外す作業を行っていた。 

船長は、２本目のほや縄の揚収中、異物が巻き揚げられたようだっ

たので、暗くてよく見えなかったこともあり、異物を確認しようと回

転しているキャプスタンのドラムに左手を近づけたところ、平成２６

年６月１９日０３時３０分ごろ、左手に着けていたゴム手袋の先端が

キャプスタンのドラムと揚収中のほや縄との間に挟まれ、左上腕部ま

で巻き込まれた。 

甲板員は、事故が発生したことを知って周囲に助けを求めた。 

隣の養殖施設で操業していた僚船の乗組員は、本船に移乗してキャ
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プスタンを停止した上、１１９番通報を行い、本船を操縦して女川港

内の船着場に戻った。 

船長は、救急車で病院に搬送され、左手首骨折等と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１m/s 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０４時１０分 

 その他の事項  本船は、ふだん、夜明け後に操業を行っていたが、本事故当日は、

養殖施設のほやの量が多かったことから、夜明け前から操業を行って

いた。 

 本船には、照明用具及び海上衝突予防法で定める灯火設備がなかっ

た。 

 船長は、トレーナー及び胴長を着用し、ゴム手袋を着けていた。 

 船長及び甲板員は、いずれも救命胴衣を着用していた。 

 船長は、持病はなく、健康状態は良好であった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、女川港内の養殖施設で漂泊してほや縄の揚収作業中、船長

が、巻き揚げられた異物を確認しようとして回転中のキャプスタンの

ドラムに左手を近づけたことから、左手がキャプスタンのドラムとほ

や縄との間に巻き込まれて負傷したものと考えられる。 

本船には、法定灯火がなく、夜間航行をしてはならなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が女川港内の養殖施設で漂泊してほや縄の揚

収作業中、船長が、巻き揚げられた異物を確認しようとして回転中の

キャプスタンのドラムに左手を近づけたため、左手がキャプスタンの

ドラムとほや縄との間に巻き込まれたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・キャプスタンに巻き揚げられた異物等を確認する際は、キャプス

タンを停止してから行うこと。 

 


